
『[
三
訂
版]  

農
地
法
読
本
』 

左
記
の
よ
う
に
訂
正
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

二
七
三
頁 

終
わ
り
か
ら
五
行
目(

ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
の
部
分
の
み
訂
正
し
ま
す) 

 (

訂
正
前) 

ウ 

農
地
法
の
処
分
に
関
係
す
る
も
の
は
、
右
の
一
号
ま
た
は
二
号
の
場
合
で
す
。
例
え
ば
、
農
業
委
員

会
は
、
行
審
法
九
条
一
項
三
号
に
規
定
す
る
委
員
会
に
該
当
し
ま
す
か
ら
、
農
業
委
員
会
が
裁
決
を
し
よ

う
と
す
る
場
合
に
は
、
諮
問
は
不
要
と
解
さ
れ
ま
す
。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

↓ 
 (

訂
正
後) 

ウ 

農
地
法
の
処
分
に
関
係
す
る
も
の
は
、
右
の
一
号
の
場
合
で
す
。
ま
た
、
農
業
委
員
会
は
、
行
審
法

九
条
一
項
三
号
に
規
定
す
る
委
員
会
に
該
当
し
ま
す
か
ら
、
農
業
委
員
会
が
裁
決
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
は
、
諮
問
は
不
要
と
解
さ
れ
ま
す
。 

 


